
 我が家は８３歳の義母に頼りっぱなしです。言い訳にな

ってしまうかもしれませんが、この仕事に携わるようにな

って私が感じた事があります。

 お年寄り自身がまだ動けるうちから、危ないからといっ

て何もしてもらはないでいるのはお年寄りの生きる意欲を

無くしてしまうのではないでしょうか？

何かをするという行為で、人の役にたっ

ているという自覚が心に張りを持たせて

くれるのでは・・・と勝手に思いつつ今

日も母に洗濯、炊事をお願いし、すっか

り頼りにしているＭ・Ｎです。

稲沢市大塚にある性海寺の

アジサイを見に行きました。

～野菜のお花～
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情報掲示板 ～ 身近なニュースをお届けします ～

こ    この間は、季節外れの台風がやっ

て    てきましたね。３８年ぶりといって

  いましたが・・・最近の異常気象ぶりに

 はいささか驚かされます。

  そんなとき伊勢湾台風の話しが出て、あの時

はひどかったと利用者さんから聞きました。よく

考えたらほとんどの利用者の方は経験されてい

るんですよね。わたしは、社会の教科書で知って

いるだけなのに・・・実体験を交えたお話しを聞

く事ができ勉強になりました。

編 集

後記

スタッフの独り言・・・

● 引き続き、車椅子・帽子・シャンプー・リンス・石鹸等お譲り下さい。

◎ご協力ありがとうございました。早速石鹸いただきました。

サポート・ワン・サービスが仲介します。

譲りたい、譲られたい方募集しています。お気軽にどうぞ。

老人医療の対象となる７５歳以上のお年寄り（昨年９月までに７０歳になった人も含む）は、高額医療費

制度によって払い戻しを受けることができます。一方若い人には高額療養費制度があります。昨年の１０月

以降に７０歳になった人は、７４歳までは高額療養費制度のほうになります。いずれの制度でも、７０歳以

上なら自己負担の限度額は同額で（一般的には１２，０００円以上）、低所得者（８，０００円以上）には減

税があります。１ヶ月分の窓口負担額がこの額を超えると、各都道府県の国民健康保険団体連合会が、払い

戻しに該当したという情報を市町村に送るそうです。

この後の対応は市町村に任されているそうですが、お年寄りがその都度、払い戻しの申請に行くことは大

変なので、厚生労働省は、高齢者にできるだけ手数をかけないようにする工夫を各市町村に求めています。

このため、該当者には通知を出し、一度申請したら、２回目以降は申請がなくても自動的に振り込むように

している自治体も多いそうです。

これは、６月５日付の中日新聞に載せられていた記事です。皆さんは医療費の払い戻し受けていますか？

●ナイスな勉強会はお休みさせていただきました。

じゃがいもの花

ナスの花
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デイ･サービス利用状況（定期利用者数）

６５歳以上の高齢者と、４０～６４歳で加齢による特定の病気で障害がある人は介護保険。それ以外の障

害を持つ人は支援費制度のサービスを受けることができます。

 どちらも市町村が主体となって運営されています。介護保険の財源は、保険料と税金が半分ずつ。このた

め、サービスの需要が増えれば、保険料を上げることで対応できます。今回の改定で、保険料は上がりまし

たね。一方、支援費制度はすべて国と都道府県、市町村の税財源で賄われています。２ヶ月が経過し早くも

予算不足を心配する自治体も出てきているそうです。

 また、介護保険では、ケアマネージャーが利用者のためにサービス利用計画を作成することになっており、

利用者負担は原則１割。支援費制度では、ケアマネージャーは法律の上では必ずしも必要ではなく、利用者

負担も本人や扶養義務者の経済力に応じて細かく決められているそうです。

在宅での医療行為とは？
介護保険が導入されて以来、入院していた方にも在宅傾向が進み、それに伴い必要なケアが多種多様化

されてきました。 

生活の場が自宅に戻った方も入院していた時と変わらない治療等を受けることができると良いのです

が、在宅療養者に向けての医師や看護師の不足により、当事者及び家族の精神的な不安や身体的な負担が

積み重ねられてしまうことがあります。 

今、「医療行為」について色々な機関が議論を続けていますが、ヘルパーにとっては以前から直面してい

る問題で、臨機応変な対応をせざるを得ません。 

「医療行為」とは、生活に欠かせない点眼・貼薬・塗薬・爪切り・検温に始まり血圧測定・吸引など様々

な行為が含まれています。家族が行なうことはみとめられていますが、医療従事者以外では禁止されてい

ます。  

確かに注意及び配慮の必要な行為ではありますが、家族や私達ヘルパーが不安に感じること等は医師や

看護師に判断をゆだね、さらにケアマネージャー、家族との連携をとりながら私達ヘルパーが対応するこ

とはできないのか・・・と考えさせられてしまいます。皆さんはこのことをどう捉えますか？ 


